
京都府新生児聴覚スクリーニング検査及び相談支援の手引き（第１版案） 

概要及び変更点 
目 次 概要及び変更点 

はじめに 

１ 新生児聴覚スクリーニン

グの意義 

・本事業の経過及び手引書の活用についての前文を追加 

・新生児聴覚スクリーニング検査の意義を記載 

・京都府における新生児スクリーニング公費化・助成事業の歴史を省く 

２ 京都府新生児聴覚スクリ

ーニング（NHS）の流れ 

・１－３－６ルールに沿った「京都府新生児聴覚検査事業の流れ」の体

制図を掲載 

・統一様式（様式➀～⑥）について整理 

３ 関係機関の役割 ・医療、療育等相談支援機関（療育機関、教育機関）、市町村、京都府の

順序で記載 

 医療機関 ・スクリーニング機関、精査医療機関に分けて役割を記載 

療育等相談支援機関 ・療育機関…療育及び教育機関における療育指導と専門相談機関であ

り、療育の実施と保護者及び医療機関・行政等の支援者からの相談に

応じる専門相談窓口であることを記載 

・教育機関…３歳児からの支援内容を説明 

市町村 ・新生児聴覚検査事業の実施主体。全新生児が NHS を受検できるよう

検査推奨、普及啓発を実施するとともに、支援が必要な児への個別支

援に対応することを記載 

京都府 ・精度管理委員会の設置についてと検査体制及び関係連携の構築に向け

た取り組みを記載 

４ 新生児聴覚スクリーニン

グ（ＮＨＳ） 

５ 精密検査 

・NHS検査とNHS後精密検査を各章に分けて記載 

・「保護者からの同意の取り方」を省く（同意については、公費負担助成

券発行時に市町村が実施する方向で調整中） 

・「市町村との情報共有の方法」を追加 

・「対象となる検査機器」及び「サイトメガロウイルス感染症」について

は「８ 医療・療育の実際」で後述 

・「フォローアップ」については、「７ 精度管理委員会」に記載（長期的

フォローアップ体制、言語能力評価は、手引き書から省く） 

６ 療育支援と相談 ・要支援児及び保護者支援について、京都府における相談・療育の体制

（地域別）と保護者支援、コミュ二ケーション方法 

７ 精度管理委員会 ・データの集約を行い、事業評価や長期的なフォローアップ体制構築を

目指す。NHSの推進聴早期発見と早期聴覚補償、難切れ目のない支援事

業全体等についての普及啓発を実施する。 

８ 医療・療育の実際 ・検査機器について 

・先天性サイトメガロウイルス感染症について 

・京都市児童福祉センター「うさぎ園」の療育の実際 

９  用語解説 ・用語の解説 

１０ 資料集 ・リーフレット、通知文等を掲載 

１１ 設置要領及び検討委員 ・設置要領及び検討委員名簿を記載 

１２ 関係機関連絡先一覧 ・市町村、産科スクリーニング機関、専門相談機関の一覧を掲載 

 

資料２【変更後】 


